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 国の働き方改革では、仕事と生活の両立を進める中、長時間労働の改善、残業の制限、外部委託の増加など、業
務の見直しが必要となっている。さらに今回の新型コロナウイルス感染拡大を阻止するための外出自粛と休業要請
は経済に大きな打撃となり、失業や倒産が増えている。感染の影響が沈静化すれば急速な経済回復は期待できる
ものの、弱者といわれる人たちは最も早く影響を受け、最も回復が遅い。 
  
 働き方も急速に変化し、企業ではテレワークが推進されている。しかし失業や減収により生活不安を抱えるひとた
ち、特に子どもの生活を維持するために働かざるをえないひとり親家庭や、介護や障がい・ひきこもりで外に出られ
ない人たちにとっては、テレワークをしたくてもその仕組みがあるわけではない。生活を維持するためのテレワークを
利用したセーフティネット、この仕組みの創設は今まさに急務の政策課題といえる。 
  
 このセーフティネットを有効なものにするためには、テレワーク特に在宅就業を行えるシステム、そしてワーカーの
仕事を供給する体制、この２つの両輪が不可欠である。ＩＴの進歩で在宅で行える就業支援システムはすでに稼働
可能な状況である。一方仕事の供給は十分ではなく、安定した収入が得られる状況ではない。しかし国や地方自治
体、公益企業、民間企業には、公文書、図書類、図面類などデジタル化すべきデータの整備業務は膨大にあり、そ
れらをテレワークの場に委託することができれば、経済的弱者や仕事に恵まれない多くの人たちの就労と生活の安
定に寄与することになる。 
  
 テレワークで得られた仕事の成果、特にデジタル化されたデータは、社会的共通資本の付加価値を高め、後世ま
で我が国の貴重な財産として残せることになり、セーフティネットへの投資はリターンとしての効果も期待できる。 
 
 本プロジェクトはセーフティネットの創設に向けて、国、地方自治体、公益事業者、第三セクター、NPO、民間企業
などそれぞれが持ち味を生かし、相互に重層的に機能し合う仕組み、ジョブ・ギャランティ－・プログラムの具体策を
示したものである。 
  

就労生活の重層的セーフティネットの創設 
 －在宅就業が生活に豊さを生む社会の形成－ 

Ⅰ-１．趣 旨 
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 今回の新型コロナウイルスの影響で雇用の機会を失った人々、ひとり親家庭の母、障がい者、パート、ひ
きこもりや非正規雇用でダブルワークを得たい人など、最も経済の影響を受けやすい経済的弱者をこの
プロジェクトの主な支援対象とする。 
 

 このプログラムは、収入の道を閉ざされた人々にとって生活不安を乗り切ることができる即効性のある政
策となりうる。と同時に、仕事の成果は一過性のものではなく、今後未来社会においても活用でき、それ
への投資は将来の経済政策・産業政策・まちづくりなどに寄与することになる。 
 

 平時に予算の都合でできなかった積み残しの仕事、たとえば公文書あるいは過去の工事図面や帳票な
どは膨大に存在する。技術革新によってデジタル化の自動化は進むものの、手作業やデータ整備・入力
作業等は当分続くとみられ、将来にわたって、仕事の確保はできる。 
 

 働く就労場所は、在宅やいわゆるサトライト型の小さな場、コミュニティオフィスでワーカーのグループを
構成するなど、多様な形態に対応する。 
 

 テレワークを行うためのスキル教育研修システム、セキュリティや信頼性を確保できる遠隔在宅就業シス
テムは最新のＩＴ技術を用いてすでに稼働中であり、それらを普及させる。 
 

 業務の発注は、生活弱者支援の観点から、特別の法的措置、随意契約や入札条件の緩和などの導入
を期待するものである。 

Ⅰ-２．プロジェクトの概要 
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Ⅰ-３．プロジェクトを推進する上での重視点 

国 
地方自治体 
公益企業 
ＮＰＯ 
民間団体 
企業 
 
それぞれの強み使命
を生かした役割分担・
連携 

担い手 イノベーション 

レガシー 
温故創新 
ブリコラージュ 
最先端IT・AI 
5G、6G 
 
時代を担った知恵、 
技術の活用、 
合成 

行政の縦の強みを 
横に生かす 
 
行政のそれぞれの得
意領域を連携し相乗効
果を生みだす 

組織 

セーフティネットを創設するための重層的視点 

重視点 
１．在宅就業を期待する人 
    失業や減収により生活不安を抱えるひとたち、子どもの生活を維持するために働かざるをえない 
    ひとり親家庭、介護や障がい・ひきこもり、今回のコロナの影響で仕事を失った人たち 
２．仕事を提供する市場 
    データエントリー市場、国や地方自治体での様々なデジタル化必要業務 
３．在宅就業を支援する企業 
    データエントリー企業、IT企業の採算・利益確保を前提とした参加 
４．在宅就業支援システム 
    在宅就業、在宅訓練などのシステムの開発、整備 
５．公の施策とするための制度設計 
    国の施策、地方自治体の役割、民間の果たす役割などを重層的に協力しあう制度設計 
 

背景：世界と我が国の重要課題 
■国内問題 
  新型コロナの克服 
  安定した就労生活 
  ジェンダー平等、格差是正 
  暮らしを守るライフラインの整備 
  食料の自給をめざした農水産 
★グレート・リセット 
   アフターコロナの世界、社会を省み、考え直し、 
    リセットする、千載一遇のチャンス。 
■国際水準・世界への対応 
  地球温暖化への対応 
  国家間の協力・安全保障 
  国際金融の変化への対応 
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在宅就業支援活動を開始 

民間ビジネスでは 

取り組みにくい活動 

国（政府・行政）の施策として
実行する活動 

民間と国（政府・行政）の中間の役割をNPOが担う 
●仕事がない、雇用不安などを抱える生活弱者に対する対策としてのセーフティネット 
●既存の通勤という就業形態を大幅に変え、在宅就業システムを社会に普及したい 
●仕事をしたい人がかけ込めば仕事ができる 

①民間からの仕事を在宅に提供 2002～ 
  ガス、水道など、都市ユーティリティシステムにおける地図データ入力の仕事を約30人に常時提供 
   （東京ガスグループ、東京都の第三セクター水道マッピングシステムの協力） 
②NPOは教育訓練システムを整備 2003～ 
  在宅で仕事ができるスキルのアップの仕組みとしてｅラーニングを利用し、1100人が受講 
  母子家庭教育訓練給付金として認可第1号：（カテナグループの協力） 
③在宅就業支援データセンターの設立 2004～ 
  セキュリティ万全のインターネットによる仕事の提供の仕組みを構築し、毎月300名規模の 
  入力の仕事を提供。  
    （東京都第三セクターの東京都ビジネスサービスの協力） 
④松山市における「特定事業推進モデル事業」 2002～2008 
  ・国と地方自治体（松山市）が事業費を出し、在宅就業推進の先駆けとして実験を行った 
  ・群馬県太田市、兵庫県川西市、大阪府貝塚市でも実施 

ｅラーニングによる教育訓練、セキュリティを確保した在宅就業支援システムを、国の政策として予算化 
①特措法「母子家庭の母および父の就業の支援に関する特別措置法」 2003特措法、2012恒久法 
②在宅就業の全国への普及のため「ひとり親家庭等在宅就業支援事業（250億円）」の予算化(42自治体実施） 
  ＮＰＯは全国への事業普及活動を行った（16自治体） 2009～2014 
  ・事業費100%国の予算として、北海道、熊本をはじめ42自治体が実施。8000人が参加 
③東日本大震災、復興庁に「被災地域における在宅就業等支援に関する連絡協議会」設置 
  石巻市などで在宅就業支援実施 2011～ 
④作文コンクール「ひとり親家庭支援プロジェクト」2017～2019 

ひとり親家庭等の生活安定に向けて 

１．民間主導で 

  就業支援を進めた 

２．在宅就業を国の事業 

  として働きかけ 

★この仕組みは、 
・東京都ビジネスサービス（障害者雇用） 
・ソシアルビジネスグループ（在宅就業で１万人会員） 
に引き継がれている。 

★民間の仕事が、価格競争、海外流出、
電子化などの影響で減少、またNPOと
しての営業力の限界などから、全国的
広がり、事業の継続が困難に。  

★・この事業に参加したひとり家庭の母は、スキルアップして地元企業へ就職するなど、効果をあげた 

 ・仕事の確保など課題があり、全国普及、また継続的な事業としては課題を残した。 

成果と課題 

成果と課題 

★重層的セーフティネット創設活動の開始 2020～ 

・民間は仕事の創出（特にインフラ関連のデータ）、国、地方自治体は公文書などの仕事を創出ができればテレワークの社会システムは根付く。 

・官民あげての体制での取り組みが重要と考えられ、その中でＮＰＯなどの非営利団体は事業推進のための指導、コンサルなどの役割を担える。 

・この仕組みは、テレワークで再整備したデータ（アーカーブなども）は、付加価値をうみ、後世に財産として残せる。 

・コロナの影響で在宅就業はまさにこれからの働き方として重要で、就労生活の重層的セーフティネットの創設をめざして活動を推進していく。 

３．今後の活動 

Ⅰ-４．NPOあごらの活動 
 



約４５自治体で事業実施  訓練参加者 9,000名 

震災による失業者１２万人 （岩手県、宮城県、福島県） 

厚生労働省 

 ひとり親家庭等の在宅就業支援事業開始 

2011年度～ 

2002年度  

2009年度～  

2009年度～ 

ＩＴを用いた教育研修 

地図入力講座 

キャリアアップ講座 

在宅就業スキル養成講座 
情報セキュリティ講座 
データエントリー講座 

インターネットを利
用した在宅就業支
援システム 

昼夜問わず学習できる 

ｅラーニング訓練体制整備 

  累積1,100人支援 

1,000名が可能な 

在宅就業支援体制整備 

  累積５億円以上の支援 

松山市、太田市、貝塚市、川西市
での訓練事業実施 

全国への在宅就業事業への普及活動 

・ひとり親家庭等の在宅就業支援事業の自治体での 

 立ち上げ支援 

・訓練の支援、在宅就業の支援 

2004年度  

2012年度～2014年度 

東日本大震災 

在宅業務向き
業務の提供に
よる支援 

会議録センター 

在宅業務 

受注体制 

あごらデータセンター 
（東京都ビジネスサービス運営） 

セキュリティ対策 

常時３００名の支援 

2015年度～ ひとり親家庭の就業支援を促進する事業モデルまちづくり工房の普及事業 

石巻事業を普及モデルとして再構築し、他地域へ展開する。 

H24 「被災地域における在宅就業等支援対策」提言 

    復興庁：被災地域における在宅就業等支援対策に関する連絡協議会 

      あごらが事務局  

ひとり家庭等支援（厚生労働省） H27年度ひとり親家庭等自立促進基盤事業 

・地方創生事業への参加による就業支援の創出  
・オリンピック、パラリンピックに向けた活動 

H24  

 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する 

 特別措置法  

H15（5年間） 

   母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法 

H14,H15 厚生労働省 特定事業推進モデル事業  

         （あごらが松山、太田で実施）  

H13,H14 厚生労働科学研究 
  シングルマザーの就労支援策に関する研究 
  ＩＴを用いたひとり親家庭の母親の在宅就労に関する研究 
     （研究会設置：あごらの前身）  

H21補正予算～H25まで 

   厚生労働省 ひとり親家庭等の在宅就業支援 

     （あごらは全国への普及活動） 

 

 

 

H15 厚生労働省 教育訓練給付金：ｅラーニング適用 

       （あごらの地図講座が認可） 

H19～ 厚生労働省 母子家庭の母の在宅就業支援事業 

          （毎年予算化） 

    （あごらはH19～H21受託) 

H27 厚生労働省 ひとり親家庭等自立促進基盤事業        

H24～ 復興予算：雇用創出基金事業 

      （あごらは石巻市事業に協力） 

                         

H25～ 厚生労働省 ひとり親家庭等の在宅就業支援事業評  

     価検討会 

この内、あごらは、北海道、福島県、宮城県、島根県、石巻市において 

約2,500人に対してｅラーニング、集合研修の支援 

 あごらは、石巻市で在宅雇用創出事業150人を支援 

地方創生・東京オリンピック・パラリンピックに向けて 

ひとり親家庭支援プロジェクト 作文コンクール 2017年度～2021年度 

就労生活の重層的セーフティネットの創設 

Ⅰ-５．NPOあごらの活動経緯 
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Ⅰ-６．在宅就業支援セーフティネットに関する調査研究 

■目的 
 国が推進する働き方改革で、仕事と生活の両立を進める中、長時間労働の改善、残業の制限、外部委託の増加な
ど、仕事のやり方の見直しが必要となっていることに加え、今般の新型コロナウイルス感染拡大を阻止するための外
出自粛と休業要請を受け、企業においては雇用者のテレワークが推進されている。 
 本調査研究は第一に、現に在宅就業に従事しているひとり親家庭や障がい者、生活困窮者を対象に調査し、その
結果をエビデンスとして集積するとともに、現実的な働き方の就労モデルを抽出し、各モデルの抱える課題や生活上
の工夫を明らかにし、生活の維持に視点を置いた在宅就業の推奨モデルを提示するともに、在宅就業支援の今後の
在り方等について提言を行う。 
 そして第二は、安定した就労を維持するためには仕事の創出が必要不可欠である。そのためには、デジタル化すべ
き多くのデータや図面が行政、公益企業、民間企業に膨大にあり、それらを社会的資本として未来に役立つデータと
して作成するなどの業務を創出するための整備すべき条件、仕事の受発注の条件など提示し、それらを関係各所に
対して理解を求める提案を行う。 

■実施内容 
（１）２つの実態調査 
    ①在宅就業を行っているワーカーならびに在宅就業実施事業者の実態調査 
    ②在宅就業向け仕事の創出のための市場調査 
 （２）就労モデルの抽出と在宅就業促進のための政策提言 
    ①就労モデルの抽出と普及策の検討 
    ②今後の在宅就業推進のための政策提言 
（３）モデル事業の実施 
    ①民間企業の連携による在宅就業支援システムの構築 
    ②地方自治体での在宅就業モデル事業 
    ③公益事業者での仕事の開発に関するモデル事業 
（４）デジタル化による未来社会への貢献のアピール 
   －仕事の成果は社会的共通資本に付加価値を生む－ 
    ①コンテンツデジタル化方針の検討 
    ②デジタル化による社会的共通資本の付加価値向上の検討 
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就労に振り向ける仕事 

国民の生活を守る 
ライフライン（電気、ガス、上下水道、通信、交通）の

地図、設備図面、属性データ 

生む価値 デジタル化・可視化 

・ライフラインの保守管理 
・災害時での即対応 
・未来でのまちづくりの基礎データ 

行政の歴史を残す 
官公庁・地方自治体の公文書 

書類の整備・スキャニング 
文書のコード付け 
文書のデジタル化（電子化） 

・歴史を振り返り、温古創新 
・未来社会にための貴重な資産 

災害の経験を後世に残す 
東日本大震災、阪神大震災、大洪水など

のデータ、アーカーブ 

書類の整備・スキャニング 
文書のコード付け 
文書のデジタル化（電子化） 

・災害の経験を未来に生かす 

●今の投資を無駄にせず、将来に生かす 
●将来の経済政策、産業政策、まちづくりに
寄与する 

手がけられていないデータ化、
公文書、レガシーなもの、仕事
は大量に創れる 

・デジタル化、可視化、三次元化
する 
・整備作業、パソコンによる入力
作業 

企業の日常の生産活動 
生じるデータ、帳票、伝票など 

書類の整備・スキャニング 
数字・文字のデジタル化 

・企業の活動の効率化に寄与 
 

図面のスキャニング・デジタル図面、
属性データのデジタル化、三次元化 

Ⅰ-７．デジタル化による未来社会への貢献 
 
         ー仕事の成果は社会的共通資本に付加価値を生む－ 

注）社会的共通資本：ゆたかな経済生活を営み，すぐれた文化を展開し，人間的に魅力ある社会を持続的， 
             安定的に維持することを可能にするような自然環境や社会的装置 
             (1) 自然環境 ： 山，森林，川，湖沼，湿地帯，海洋，水，土壌，大気 
             (2) 社会的ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ ： 道路，橋，鉄道，上・下水道，電力・ガス 
             (3) 制度資本 ： 教育，医療，金融，司法，文化 
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在宅就業 
向け仕事の提供者 

業務種別 発注者 内容 

①国 

公文書 各省庁 
保存の必要のある公文書をスキャニング、電子化 
外務省：大使館報告、各国との条約 

国立国会図書館所蔵文献 国立国会図書館 
図書の目次、索引入力による電子化は、１／５（H21補正170億円）が実施済みで
あるが、大半は未着手 

国道・橋・河川データ 国土交通省 道路管理図、橋梁設計図面などのスキャニング、データ入力 

農水産・林野関連データ 農水省 農用地情報、林野情報 

②地方自治体 

公図の復元   公図地図のデジタル化 

東日本大震災データ 東日本大震災地区 被害状況ならびに復元、復興の経緯の調査、データ収集 

公文書・図書館   保存の必要のある公文書、特殊コレクション、特殊資料などの電子化 

③公益企業 

上下水道データ・図面 地方自治体 設備管理図面、工事図面、埋設物管理図面 

電力データ・図面 電力会社 設備管理図面、工事図面、埋設物管理図面 

ガスデータ・図面 ガス会社 設備管理図面、工事図面、埋設物管理図面、マンホール、供給管 

通信データ・図面 NTT、携帯電話キャリア 基地局、設備図面。工事図面 

鉄道・公共交通データ・図面  JR、鉄道会社・バス会社 設備図面、工事図面 

原子力発電関連データ 電力会社 
原発に関する調査、復旧などに関わる各種データ・写真など全てを入力しデータ
ベース化 

書籍 出版社 過去の書籍の電子化 

④民間企業・団体 

帳票類 企業 過去の社内資料、帳票類 

保険会社の保険請求 生保、損保会社 請求書のデータ入力、画像化 

大手小売り業の商品データ 百貨店など 中元・歳暮などの申込書データの入力 

年金・保険データ 健保 保険支給申請書などのデータ入力 

農地情報 農協（地方自治体） 農地地図、農地の表層・土壌・地質調査 

医療分野のデータ 医療機関・医薬品関連企業 医薬品関連申請データ、古いカルテ 
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Ⅰ-８．在宅就業向けに可能性のある業務 



9 

業務受注企業 
・受託水準の認定 
・働きやすい業務配分 
・セキュリティの確保 
・効率的業務管理の確立 
・教育訓練・人材育成 
・個人事業主の共助を支援 

認定・審査 

技術支援 
個人事業主支援 

仕事発注 

国・地方公共団体・ライフラ
イン企業、民間企業 
（仕事を発注） 
●日常的に発生する業務 
   現在業務での在宅向け仕事 
●レガシーデータ 
   文化財、公文書、ライフライン、 
   災害データなど 
   日常的に発生する業務ではない 
   が、整備すべき資料、データ 
●海外から国内生産への回帰 
 

雇用率反映 
文化財保持 
公文書管理 

 データ庁の創設 
■国、地方公共団体、ライフライン企業、企業の持つレガシーデータを発掘する 
■デジタル化すべき情報・データを整備・集約するための仕事を創出する 
■デジタル化によりその成果は新たな価値を生み、それが未来社会に貢献する 

★３層それぞれのメリット 
１．国・地方公共団体・ライフライン企業、企業のメリット 
   民間組織の数万のマンパワーで、大量のデータ処理ができる 
   信頼性の高い仕組みで、国内で生産ができる 
２．事業者(業務受注企業）のメリット 
   新たな仕事が受注でき経営の安定化につながる  
   新たなテレワーク導入により固定費が削減できる 
３．就業者のメリット 
   いつでも自分の好きな時間で仕事ができる 
   失業や収入が足りないときの収入を確保でき、生活の安定を 
   維持できる 
   スキルが足りないとき、訓練を受けることができる 

在宅就業者（個人事業主、個人組合） 
・働きたい人が働ける社会環境を醸成し、生活弱者のセーフティネットとして自助の努力を支援 
・企業従事者(副業）や在宅女性等を事業主として再委託することに加え、生活困難者（障がい 
 者・ひとり親・引きこもり・介護者等）が個人事業主として就業でき、様々な不安やコミュニケー 
 ション不足を解消し、生活の安定を図るなど共助の体制を支援する。（教育訓練・人材養成な 
 ど就労移行事業所等を活用）   

・現状、在宅就業支援協会は数万人の在宅就業者会員を抱えており、多大な労働力を有する   

   

在宅就業支援協会 
  2021年7月1日設立 

ＮＰＯ・社会福祉法人 

仕事 
発注 

研究・養成・支援 

連携 

政府（政策的視点） 
●生活困窮者の支援、困った時い
つでも仕事ができ収入を得られる
セーフティネット 
●そのための新たな制度設計 
●厚生労働省、財務省はじめ各省 

支援・予算措置 
業務発注に政策効果のあ 
ることを提案 
・生活困窮者の就労確保 
・仕事の創出（レガシーデータ） 
・再委託を承認 
・入札参加資格の付与 

 民間における新しい仕組み 
■生活困窮者の受注機会を増やし、危機に耐えうるセーフティネットを創り生活の
安定を図る 
■仕事を担う民間企業が事業として成り立つよう支援する 
■セーフティネットの推進にあたって、政府への制度の提案や政策提言を行う 
■在宅就業支援協会はＮＰＯや社会福祉法人等と連携し、発注者と在宅就業者の
間を円滑に行うための実行組織となる 

生活困窮者、仕事がない人々へのセーフティネットとして、新たな仕組みを創る。 

各省庁横断的な 
   新たな仕組み 

仕
事
を
つ
く
る 

ワ
ー
カ
ー
を
支
援
す
る 

仕
事
を
し
て
収
入
を
得
る 

Ⅰ-９．在宅就業支援セーフティネットの構築 
          



Ⅰ-１０．在宅就業支援協会の設立 
■協会設立の背景（現状認識） 
・コロナ禍の中で日本のデジタル化の遅れが顕在化した。日本のデジタル化を促進するためには各種資料のデータ化・ 
 テキスト化が必須である。 
・一方、コロナ禍は、テレワークを大きく後押ししており、働き方に変化をもたらしているが、公官庁はじめ発注者側は、業 
 務を外注、委託した場合の在宅によるデータ入力には否定的で、おもに個人事業主である在宅入力者を結果的に締め出して 
 い る現状がある。 
・新しい働き方として全国どこにいても働くことが可能であるテレワークは、企業で働く方の副業、在宅女性を労働力とし 
 て、その活躍が期待できるが、個人事業主であることから就労は不安定な環境にあり、こうした担い手を支えていくことも 
 重要な課題である。 
・特に、生活弱者であるひとり親や、障がい者、家庭外で就労できない事情のある在宅介護者や引きこもりなど仕事がしたく 
 てもできない方々の就労の場を確保することも課題であり、今後予想される経済の停滞のしわ寄せが生活弱者等に集中され 
 ることがないよう、そのセーフティーネットを社会的に構築していくことが求められている。 
・また、平成２１年度から２５年度まで行われた「ひとり親家庭等在宅就業支援事業」での教育訓練の受けた９,０００名の 
 アフターフォローや、就労移行支援事業における、就職できなかった者への対応をフォローすることも必要。 
 
■協会の設立 
・2021年7月1日 一般社団法人在宅就業支援協会として設立 
・データ入力事業者及び特例子会社を含む就労移行支援事業者の参加 
 
■協会設立の目的 
 ①事業水準を均質化することにより、在宅就業に従事する者が働きやすい就業形態として提供するとともに、精度やセキュ 
  リティの向上を図り、発注企業等の信頼を獲得する。                     
 ②女性の活躍の推進するなど、個人事業主として在宅就業に従事する者が働きやすい就業形態として必要な支援をしていく。 
 ③ひとり親や障害者、諸事情により在宅でしか就労できない人々に就労の機会を提供するとともに、引きこもりその他で社 
  会参加できない人々に社会参加の道筋を提供する。  
 ⑤経済的に恵まれていない人々に、プラスアルファの収入の機会を提供するともに、就労による生活を維持するためのセー 
  フティネットを構築する。 
 
■協会の貢献 
 ・教育訓練を受けた在宅ワーカに対するアフタフォロー安定的に仕事を提供する事によって貢献 
 ・国のデジタル化に貢献する。現在顕在化していない各種資料等をデータ化して、我が国のデジタル化促進に貢献 
 ・生活困窮者に対するセーフティネットの構築、在宅クラウドワーカにインターネットを通じて仕事を提供し、就労のセー 
  フティネットを構築する。 
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在宅就業支援協会 

在 宅 ワ ー カー （個人事業者） 

認定企業 就労移行支援事業所等 

コンサルテーション 
発注 

発注 

認定 委託 

教育訓練 
在宅ワーカサポート 

在宅就業業務 
発注公官庁・自治体・企業 

Ⅰ-１１.在宅就業支援協会 ＜全体スキーム＞ 

■公官庁・自治体等発注者への期待 
・国や地方自治体に、在宅入力がセキュリティ・個人情報保 
 護等が正確に行われていることを理解していただき、在宅 
 入力を入札から除外しない措置。 
 
・競争入札を行う場合に金額だけでなく企画提案方式で政策 
 効果を優先採択する。 
 
・在宅就業による弱者支援を行う場合に随契要件に加えると 
 ともに再委託を認める。 
  ＊この場合の再委託とは在宅ワーカへの再委託を指す 

■データ入力事業者の役割 
・在宅データ入力に対する信頼の獲得 
  情報管理技術の確立と効率性の確保 
   ＊すでにシステムは確立されている 
・業務仕分けのマネージメント 
  公官庁、企業の未整備な資料や文書等をデジタル化するために前処理を  
  含めて業務処理方法等仕事のマネージメントに関する知識が必要 
・今後予想される文書入力や地図入力への備え 
  文書入力システム、地図入力システムの研究開発を行い、在宅ワーカ 
  の業務として確立する必要 

■就労移行支援事業者の役割 
・就労に向けて障がい者等へのPC教育はじめ文書・地図入力等の教育を行う 
・就労移行ができなかった障がい者について希望者を在宅ワーカーとして在宅 
 で入力業務を行うことの進路を用意する 
・在宅ワーカの孤立化を防止するため就労移行卒業者のコミュニティ作りを 
 行いその活動を援助する 
 

協会が留意すべき企業ニーズ 
－データ入力事業者の潜在的ニーズ－ 

• 仕事量の増加 

 

• 受注単価のUP 

 

• 仕事量の平準化 

 

• 生産性の向上（固定費の削減） 
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     Ⅱ 参考資料 
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Ⅱ-１ e-ＧＦ構想 ＩＴを利用した就労支援システム 
Ⅱ-２ ＮＰＯあごらの設立趣旨 
Ⅱ-３ 設立当初の民間による在宅就業支援活動 
Ⅱ-４ あごらの活動はマスコミにもとりあげられる 
Ⅱ-５ 在宅就業を国が進めた最初の事業 
       －特定事業推進モデル事業 
Ⅱ-６ 特定事業推進モデル事業を利用した各地の事業 
Ⅱ-７ 相談によるケア・メルマガ 
Ⅱ-８ ＮＰＯあごらの諸活動 
Ⅱ-９ あごらデータセンターの設置 
Ⅱ-１０ 在宅就業システムのセキュリティ対策 
Ⅱ-１１ 在宅ワーカーの特徴 
Ⅱ-１２ 在宅ワーカーのスキルアップ 
Ⅱ-１３ 在宅ワーカーの声 
Ⅱ-１４ ｅラーニングの拡充 
Ⅱ-１５ 地図データ入力技術者養成講座 
Ⅱ-１６ キャリアアップ講座 
Ⅱ-１７ ｅラーニングの実績 
Ⅱ-１８ 調査研究実績 
Ⅱ-１９ 調査研究から得られた課題群 
Ⅱ-２０ 在宅就業に関するアンケート調査その１ 
Ⅱ-２１ 在宅就業に関するアンケート調査その２ 
 
 

Ⅱ-２２ ひとり親家庭支援に向けた特措法 
Ⅱ-２３ 250億円事業 ひとり親家庭等在宅就業事業 
Ⅱ-２４ ひとり親家庭等在宅就業事業実施地域 
Ⅱ-２５ 「ひとり親家庭等在宅就業事業」の成果 
Ⅱ-２６ 在宅就業を進める上で見えてきた課題 
Ⅱ-２７ ひとり親家庭等在宅就業事業の課題 
Ⅱ-２８ 在宅就業が進まない原因と対策（まとめ） 
Ⅱ-２９ 東日本大震災被災復興支援 
Ⅱ-３０ 東日本大震災被災復興支援 官民連携組織構想 
Ⅱ-３１ 障がい者サポートセンター構想 
Ⅱ-３２ 地方創生事業の提案 
Ⅱ-３３ 一億総活躍推進への提案 
Ⅱ-３４ 子どもの支援に焦点を当てた新たな活動 
         -作文コンクール 
Ⅱ-３５ わたしの夢、ぼくの夢 将来の夢 
Ⅱ-３６ 作文コンクールから見えてきた政策課題 
Ⅱ-３７ 一般社団法人在宅就業支援協会 
 



ＮＰＯ法人あごら 

教育研修センター 
遠隔によるeラーニング 就労支援センター 

入力素材となる図面・原稿を 
各家庭に配信 

↓ 
家庭から送られてきた電子情

報を最終チェック 

相談センター 
母子家庭110番 

バーチャル相談所 

インターネット 

・数値・文字データエン 
トリー業務 
・施設管理マップ 
・観光マップ 
・防災マップ 
・福祉マップ 
・行政情報入力 
・地籍情報入力 

・地場産業のHP作成 

・観光HP作成 

（HP：ホームページ） 

発注元（官公庁 自治体 公団公社 公益企業 民間企業） 

入力業務の 

発注 
地域の活性化 

協力企業 

中小企業支
援 

行政サービス 

の拡充 

ひとり親家庭 

・特許情報翻訳入力 

・医薬品情報入力 

電子化した 

データの納品 

  Ⅱ-１：ｅｰＧＦ構想 ＩＴを利用した就労支援システム 
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ひとり親家庭をはじめとする方が在宅で働くことで 

雇用機会を創出 所得を向上 

仕事・家事・子育てを両立したい 

ひとり親家庭の母等の 

おかれた状況 

生計の維持、さらなる収入を確保したい 

多重就労でもよい 

「そもそも就業機会が不足している」、「就業していても給与水準が低いために生計維持が厳しい」 

いざというときに自宅で仕事をして収入を得ることが社会のセーフティーネットとして求められている 

いつでも、どこでも（自宅）仕事ができる仕組みは、ひとり親家庭の母等には向いている働き方 

パソコン、ネットワークなどの環境整備が進展している 

子育て支援 

 

これらの実現に向けて、在宅就業支援
の仕組みを全国に普及活動を行ってき
た 

 
 

①仕事がない、雇用不安などを抱える生活弱
者に対する対策としての新しいセーフティット 

 

②既存の通勤という就業形態を大幅に変え、
在宅就業システムを社会に導入する 

 

③在宅就労によるライフスタイルの変革によっ
て地域コミュニティやインターネット上のサイー
バーコミュニティなど共同体の育成、子育ての
環境整備 

 

④在宅就労により、人々のライフスタイルを省
エネ型・人間中心型に再構築 

 

⑤共通する志を持つ人々の共同作業を支援
するための仕組みの提供 

ＮＰＯあごらは、ひとり親家庭の親や障がい者などの能力開発を図るとともに、在宅就業の支援を行い、ひとり親
家庭や障害者の生活安定に貢献する活動を行う。 

  Ⅱ-２：ＮＰＯあごらの設立趣旨 
 

14 



電子政府、電子自治体といったＩＴ化に向けた新しい行政の仕組みづくりが盛んになり、図書や図面・地図のディジタル化が必要となって
いる中、設立当初、あごらでは地図・データ入力技術者養成講座を設置し、受講者には地図データ入力業務を依頼した。 

東京ガスグループが受注した地図入力業務を、あごらが担った。 
（水道事業者での図書、地図などの電子化業務、他省庁での業務（都市再生街区基本調査
における電子化業務、国道・河川・港湾等事務所における図書、公図の電子化など）、ｅ-ＪＡ
ＰＡＮ構想に基づく地方自治体でのデータの電子化業務など） 

入力風景 

地図入力業務の受注実績 
地図・データ入力支援技術者養成講座カリキュラム地図・データ入力支援技術者養成講座カリキュラム

1 地図業務の内容 地図データエントリーとは

2 ＧＩＳ入門 ＧＩＳ基礎入門

3 入力操作の基礎 エントリー操作の基礎

4 地形図入力

地形地図データの基礎知識

地形データ入力システムの基本操作 演習１

地形データ入力システムの基本操作 演習２

5 水道地図入力

水道地図データの基礎知識

水道データ入力システムの基本操作 演習１

水道データ入力システムの基本操作 演習２

6 下水道地図入力

下水道地図データの基礎知識

下水道データ入力システムの基本操作 演習１

下水道データ入力システムの基本操作 演習２

7 ガス地図入力

ガス地図データの基礎知識

ガスデータ入力システムの基本操作 演習１

ガスデータ入力システムの基本操作 演習２

1 地図業務の内容 地図データエントリーとは

2 ＧＩＳ入門 ＧＩＳ基礎入門

3 入力操作の基礎 エントリー操作の基礎

4 地形図入力

地形地図データの基礎知識

地形データ入力システムの基本操作 演習１

地形データ入力システムの基本操作 演習２

5 水道地図入力

水道地図データの基礎知識

水道データ入力システムの基本操作 演習１

水道データ入力システムの基本操作 演習２

6 下水道地図入力

下水道地図データの基礎知識

下水道データ入力システムの基本操作 演習１

下水道データ入力システムの基本操作 演習２

7 ガス地図入力

ガス地図データの基礎知識

ガスデータ入力システムの基本操作 演習１

ガスデータ入力システムの基本操作 演習２

111 地図業務の内容地図業務の内容地図業務の内容 地図データエントリーとは地図データエントリーとは地図データエントリーとは

222 ＧＩＳ入門ＧＩＳ入門ＧＩＳ入門 ＧＩＳ基礎入門ＧＩＳ基礎入門ＧＩＳ基礎入門

333 入力操作の基礎入力操作の基礎入力操作の基礎 エントリー操作の基礎エントリー操作の基礎エントリー操作の基礎

444 地形図入力地形図入力地形図入力

地形地図データの基礎知識地形地図データの基礎知識地形地図データの基礎知識

地形データ入力システムの基本操作 演習１地形データ入力システムの基本操作 演習１地形データ入力システムの基本操作 演習１

地形データ入力システムの基本操作 演習２地形データ入力システムの基本操作 演習２地形データ入力システムの基本操作 演習２

555 水道地図入力水道地図入力水道地図入力

水道地図データの基礎知識水道地図データの基礎知識水道地図データの基礎知識

水道データ入力システムの基本操作 演習１水道データ入力システムの基本操作 演習１水道データ入力システムの基本操作 演習１

水道データ入力システムの基本操作 演習２水道データ入力システムの基本操作 演習２水道データ入力システムの基本操作 演習２

666 下水道地図入力下水道地図入力下水道地図入力

下水道地図データの基礎知識下水道地図データの基礎知識下水道地図データの基礎知識

下水道データ入力システムの基本操作 演習１下水道データ入力システムの基本操作 演習１下水道データ入力システムの基本操作 演習１

下水道データ入力システムの基本操作 演習２下水道データ入力システムの基本操作 演習２下水道データ入力システムの基本操作 演習２

777 ガス地図入力ガス地図入力ガス地図入力

ガス地図データの基礎知識ガス地図データの基礎知識ガス地図データの基礎知識

ガスデータ入力システムの基本操作 演習１ガスデータ入力システムの基本操作 演習１ガスデータ入力システムの基本操作 演習１

ガスデータ入力システムの基本操作 演習２ガスデータ入力システムの基本操作 演習２ガスデータ入力システムの基本操作 演習２

（万円）
年度 主な業務内容 発注者 受注金額

水道施設データ あごら協力企業
松山市ITホームオフィスビジネスモデル事業 松山市
H市緊急雇用対策事業での施設データ入力 あごら協力企業
水道用マッピングシステム用データ入力 あごら協力企業
松山市ITホームオフィスビジネスモデル事業 松山市
H市緊急雇用対策事業での施設データ入力 あごら協力企業
水道局完成図書整理業務 あごら協力企業
店舗情報入力業務 あごら協力企業
水道ファイリング用データ入力業務 あごら協力企業
太田市モデル事業地図入力 太田市
橋梁データワープロ化作業 あごら協力企業
水道マッピング入力作業 あごら協力企業
ガススキャニング・地形入力作業 あごら協力企業
ガス入力作業 あごら協力企業 3
水道マッピング入力 あごら協力企業 2
水道マスキング作業 あごら協力企業 3
東北方面方入力作業 あごら協力企業 3
ガス・供内管属性変更 あごら協力企業 1
バックアップ作業 あごら協力企業 1
マッピング等作業 あごら協力企業 1
マッピング等データ入力作業 あごら協力企業 3
東北方面データ入力 あごら協力企業 2
東北方面入力作業 あごら協力企業 1
北海道東北方面保守データ入力 あごら協力企業 1
関東方面保守データ入力 あごら協力企業 1
母子家庭白書に係る結果の集計作業 厚生労働省 2
水田ポリゴンデータ検証業務 あごら協力企業 2
平成17年度貝塚市キャリアアップ講座実施 貝塚市
就労支援のための「キャリアアップ講習 川西市
母子家庭自立支援のための就労支援ビジネスモデルの構築事業 WAM 2
おおたITビジネスモデル事業 太田市 14
CADデータ入力作業支援業務 あごら協力企業

2,740
延べ業務従事者数 410人

計

745

1,091

714

190

２００２年度

２００３年度

２００４年度

２００５年度

 

   Ⅱ-３：設立当初の民間による在宅就業支援活動 
           －都市ユーティリティの保守に不可欠な地図入力業務による支援 
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東京新聞 

２００３年１月１１日 

毎日新聞 

２００３年２月２２日 

日本経済新聞 

２００２年１２月１０日 

  Ⅱ-４：あごらの活動はマスコミにもとりあげられる 
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ＩＴ活用就労支援センター 
          （東京） 

 

相談センター 
 離婚と母子の110番 
 バーチャル相談所 

教育研修センター 
 遠隔によるeラーニング研修 
 スキルアップ 

遠隔就労支援センター 
 インターネットを使った遠隔 
  在宅業務管理システム 
 コールセンター（e-mail) 

コミュニティ 

オフィス 
在宅学習 

在宅就労 

インターネットによる適性検査 

技術指導 

情報交換 

松山地域就労支援センター 
 

就労支援サポートセンター 
 通信環境設定ほか仕事指導 

コールセンター（電話） 
 

水道などの地図図面入力業務受注 

業務発注 

遠隔在宅就労支援システム 

遠隔からの業務発注 

松山市 ＩＴホームオフィスビジネスモデル事業 
（厚生労働省の事業） 平成１４年度、１５年度 

コミュニティオフィス運営 

  Ⅱ-５：在宅就業を国が進めた最初の事業 
        －特定事業推進モデル事業 

在宅就業を進めた国の事業としては最初のもの。事業費の内、国および地方自治体が半分ずつを負担。 

あごらの提案で松山市（2年間で総額6千万円）、群馬県太田市、大阪府貝塚市などでこの事業を行い、あごらが受託した。 
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  Ⅱ-６：特定事業推進モデル事業を利用した各地の事業 

教育研修センター 

相談センター 

松山市ＩＴホームオフィスビジネ
スモデル事業 

（１４、１５年度実施） 

管理用パソ
コン 

サーバー 

プロッター 

スキャナー 
図面の読み取

り 

就労支援センター 

インターネットによる
仕事の受発注 

ｅラーニングによる教育研修 

電話相談、各種相談 

太田市ＩＴビジネスモデル事業 

（１６、１７、１８、１９年度実施） 

貝塚市キャリアアップ講座 

川西市キャリアアップ講座 

（１６、１７、１８、１９年度実施） 

あごらの営業開拓で、松山市（平成１４，１５年度）、太田市（平成１６、１７、１８年度）にて特定事業推進モデル事業を活用して実施。
あごらの所有するｅラーニング講座と就労支援センターを活用し、在宅による教育訓練、在宅によるデータ入力の実証実験を行った。 
貝塚市、川西市では、市側があごらが進める母子家庭支援の趣旨に賛同し、市独自の事業として実施した。 

地方自治体では新規予算措置が困難、特定事業推進モデル事業への理解が薄いなどから、当モデル事
業の参加機運が高まっていない。積極的な啓蒙普及活動を行った結果、太田市、貝塚市、川西市では継
続事業として実施できた。 
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研修会、講座等の実施 

母親の悩みや相談ごとに対応し、精神的なケアを充実 

  Ⅱ-７：相談によるケア・メルマガ 

NPO法人 あごら 
メールマガジン eff（エフ） 

電話相談「離婚と母子の110番」:ハンド・イン・ハンドの会 

会員間のコミュニケーションをより図るため、マルマガ発行 
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ＮＰＯあごらはこんな事業を実施 

就労支援 

教育研修 相談業務 

情報提供 

啓蒙普及 教材提供 

調査研究 ＮＰＯあごら 

  Ⅱ-８：ＮＰＯあごらの諸活動 
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セキュリティーや大規模業務処理を可能とするあごらデータセンターを設置し、在宅就業者がいつでも・どこでも自由に仕事ができ
る環境を提供。在宅就業支援のモデルとしてあごらが支援した地区で利用した。 

   Ⅱ-９：あごらデータセンターの設置 
        －セキュリティを確保した在宅就業システムを構築ｰ 

 

発 

注 

納 

品 

受託企業 

（あごらデータセンター） 

•

民
間
受
託 

•

官
公
庁
入
札 

•

官
公
庁
随
意
契
約
な
ど 

①原票引取り・保管 

②原票処理 

→原票確認 

→ナンバリング 

→ホチキスはずし など 

③原票スキャン 

原票（紙）をスキャナーでス
キャンし、電子画像化 

業
務
（画
像
） 

サ
ー
バ
ー 

⑥入力業務依頼 

④画像確認 

→画像確認 

→画像分割 

⑤入力仕様作成 

在宅就業 

⑧ベリファイ（重ね打ち） 

（スキルの高い作業者） 

⑦在宅データ入力（パンチ）作業 

（一般的な作業者） 

⑨不備データの確認（検査） 

⑪原票返却 

⑩納品物作成 

Ａ）在宅就業者作業時間集計 

Ｂ）在宅作業者のスキル管理 

→月額報酬支払い 

→入力項目 

→入力方法 

→入力日程 など 

→不備データの入力し直し 

→入力結果/原票確認 

センター前作業 

センター最終処理 

インターネット：暗号化回線（ＳＳＬ） 

※東京都ビジネス・サービスが運営 
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あごらデータセンターは、在宅での業務を行えるよう、最新のネットワーク技術を利用したシステムを導入した。こ
のシステムにより、大量のデータ処理が可能になるばかりでなく、データの機密保護やセキュリティを確保できる。 

   Ⅱ-１０：在宅就業システムのセキュリティ対策 
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あごらデータセンターの在宅就業の推移（2013年10月まで）

注）東京都ビジネスサービス(株)資料より作成

２０１１年
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■在宅就業稼働実績（あごらデータセンター） 

2008年12月の稼働時間（単位：人）
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0
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6月 7月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

（千円）

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

■仕事の時間帯 

■習熟のスピード 

データエントリーの場合、初心者
でも、数ヶ月で習熟度合いは高ま
る。 

ただ、データエンリー業務で生計
をたてようと思うワーカーは、連想
方式による専用のキーボードを用
いることによって、高額の収入を
得て入る人もいる。 

一方、適正によってはＣさんのよう
に習熟が高まらない人もいる。 

経験８ヶ月以内のオペレータの収入（例） 

・９年間、在宅就業をビジネスとして継続してきた。
在宅ワーカーへの支払総額3億8,613万円 
(2013時点） 
・近年、受注単価の下落により、支払い単価が下
落し、しわ寄せが在宅ワーカーへいっている 
・データ入力業務などの受注は、通常、受注額の
内、前さばき、就業システム運営、品質管理、納品
管理など、50パーセントは管理費として必要で、
ワーカーへの発注は受注額の50パーセント。 
受注単価の下落の原因： 
 データエントリーの海外生産へのシフト、 
 入札時でのダンピングなど。 

深夜でも
仕事がで

きる 

レセプトデータ入力 
通信販売申込書等データ入力 

商品の伝票や帳票データ類の
入力 

■仕事の内容 

  Ⅱ-１１：在宅ワーカーの特徴 
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あごらデータセンターの実績

　

１位 289 （千円)

２位 251
３位 171
　 　
　 　

　

経験３年以上の熟練者（2005年12月支払実績上位３名）

経験８ヶ月以内のオペレータ

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000

6月 7月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

（千円）

２００４年　　　　　２００５年

収入の推移（月額）　ＡさんＢさんＣさんの場合

上達と収入アップのこつ
　・経験と時間をかけること。
　・連想方式による入力方式を採用。
　　　（カナ文字２文字で漢字を表す方式）
　・入力専用キーボードを利用。

0

50

100

150

200

10月 12月 2月 4月 6月 8月 １０月 １２月

登録オペレータ数

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

２１０名体制

２００４年　　　　　　　２００５年

（人）

ベテランは、入力専用ボードや連想方式を使って月額２０
万円以上の収入となっています。

あごらデータセンターが発足しＶＰＮ方式による入力業務を
開始後、初心者の方でも経験を積んでスキルアップし、収
入を上げています（Ａさん）。

一方で、働く時間が少ない、十分慣れてないなどで、収
入が月額１万円程度の方もいます（Ｃさん）。

データスピードを速めるた
め、ブラインドタッチを覚え
る、専用キーボード、連想方
式などでさらに収入をあげる
ことができます。

データ入力が得意でない人
は、収入は十分にあがりませ
んが、空いた時間を有効に活
用して収入を得ることができ
ます。

  Ⅱ-１２：在宅ワーカーのスキルアップ 
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月額支払い分布
(2012年12月、2013年2月、3月の3ヶ月間）

～1万円未満 175

～2万円未満 60

～3万円未満 18

～5万円未満 18

～8万円未満 8

10万円未満 3

18万円台 1

延べ稼働者数：283人 　

注）東京都ビジネスサービス(株)資料より作成

175

60

18

18

8

3

1

・空いた時間に少し仕事をして
いる人 

・仕事の時間がとれない人 

・それでも、家計の足しになる 

・まだスキルが伴わず、データエントリー
に時間がかかる人 

・なんとか家計の足しにしようとしている人 

・データエントリーを家計の一部にしてい
る人 

・データエントリー業務をメインの仕事とし
ている人 

在宅ワーカーの特性 

在宅ワーカー歴：3年 

Ｒ．Ｓさん 

１．現在の在宅ワークを選んだきっかけ、始めた理由は何でしょ
うか？ 

育児をしながら、在宅で出来る仕事を探していました 

社会復帰を考えていた矢先に3人目を妊娠して、出産。 

 上の子ども達は手がかからなくなっていましたし、3人目というこ
とで、時間をもてあますようになっていました。 

 子どもを保育園に預けるのは抵抗があったので、在宅で出来る
仕事を探していたんです。 

ただ、登録先・取引先の顔を見て出来る仕事ではないということ、
また特に資格のない私に出来るのかという不安もありました。 

 

２．いつもどのように作業されていますか。また在宅ワークのや
りがいとは何でしょうか？ 

頑張りに応じて、仕事を任せてもらえるのが嬉しいです 

現在は5歳になった3番目を保育園に入れてからになるので、10

時前後から作業をスタートします。 

 家事は子どもを送り出す前に済ませるようにしていますよ。 

そして予め仕事の日程を教えてもらえるので、忙しくなる前に作
りおきの食材（ハンバーグとか）を冷凍、ストックしています。 

 冬はよくストーブを利用して料理していますね。（暖もとれて一石
二鳥です！） 

やっぱり子どもの病気やPTA役員の仕事等で忙しいときでも、在
宅ワークは自分で仕事の調整ができるのが良いですね。 

あと頑張りに応じて新しい仕事を任せていただけるので、やりが
いを感じます。 

 

３．今後、在宅ワークを始める方へアドバイスをお願いします。 

子育てとの両立も、時間の調整と頭の切り替えでカバーできる。
小さなお子さんがいるお母さんには最高のお仕事だと思います。 

私も子どもがまだ乳児の頃は、一緒にお昼寝をして、夜にまとめ
て仕事をしていました。子育てとの両立は大変に感じるかもしれ
ませんが、仕事に夢中になることで頭の切り替えができ、それが
いい息抜きになることもあるんじゃないでしょうか。 

■在宅ワーカーの声（例）   Ⅱ-１３：在宅ワーカーの声 
           （あごらデータセンター） 
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在宅就業スキル研修 

デジタル文書とファイリング講座 

CAD講座 

Web講座 

プログラム作成 

初めてのパソコン 

パソコンの基本 

インターネットへの接続 

在宅就業の概念 

契約・請負の方法 

自宅作業でのトラブル対応 

個人情報保護法など諸制度 

セキュリティ・ウイルスの知識 

在宅就業のビジネスマナー 

ビジネスソフトウェア(Excel､Word等)の実践演習 

パソコンのトラブルシューティング 

用語集 

業務課題の演習 

パソコン
入門者
向け 

情報セキュリティ概念 

個人情報保護概念 

Pマーク、ISO27001の制度 

パソコン、サーバー、ネットワーク（通信）のセキュリ
ティ 

在宅就業希望者向け 
 

コンテンツ、 

図面入力・作成
業務希望者向け 

高度な在宅就業
希望者向け 

図面・地図入力講座 

情報セキュリティ講座 

在宅就業のためのデータエントリー 

電子化ファイリング業務 

文書管理 

パンチ入力業務の演習 

データ入力の基本 

入力方法の基礎 

データエントリーの仕組み 

在宅ワーカー実践力スキル測定講座 

  Ⅱ-１４：ｅラーニングの拡充 

 パソコンの初心者でも、在宅で仕事がおこなえるスキルを覚えていただくため、ｅラーニングの教育訓練システムが有効である。教
育研修によって技術を習得された人は新たな仕事と収入を得る道が開け、さらにスキルアップすると技術指導員として活動すること
も可能となる。 

母子家庭自立支援教育訓練給付金 
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厚生労働省 

母子家庭自立支援教育訓練給付事業 

指定講座 

ＮＰＯ法人あごら技術研修講座 

●ＮＰＯ法人あごらは、このようなひとり親家庭のお母さんを対象に、地図データ入力技
術を身につけるための講座を行っています。 
 
●ｅラーニングというインターネットを使った講習方法ですので、自由な時間に自宅のパ
ソコンで技術を覚えることができます。 
 
●この講座を受講されますと、パソコンを使った地図や図面入力業務に携わることができ
ます。 
 
●講座修了者への業務紹介が始まりました！ 

 
ＮＰＯ法人あごらは、雇用不安、生活不安を抱える人々、とりわけ、ひとり親家庭に対し
て、子育てと就労との両立を可能とするよう、就労支援、業務の紹介、経済的・精神的ケ
ア等の自立支援を行う団体です。

 

ひとり親家庭のお母さん 

自宅でパソコンの仕事をしたい皆様 

  Ⅱ-１５：地図データ入力技術者養成講座 
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  Ⅱ-１６：キャリアアップ講座 
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ニーズに対応した講座を設置 

受講者は１３００名を越える 

あごらは経済的な支援を行っている 

・母子家庭の母の受講料支払いに関して経済的な負担を軽減するため、 

 仕事の収入から受講料回収などの措置をとる。 

・パソコン購入、ブロードバンド料金が負担になるなどの課題があり、 

 パソコンについては一部貸与を行っている。 

・受講者は、あごらの会員（パートナー会員と呼ぶ）となり、仕事の紹介を受 

  けることができる。 

 

ブロードバンド 

ｅラーニングセンター 

在宅による仕事のニーズ ｅラーニング講座
パソコンキャリアアップ講座
データエントリーオペレータ養成講座

図形や地図などさらに付加価値の高い仕事をしたい 地図・データ入力支援技術者養成講座

英日翻訳をしたい コンピュータ支援翻訳者養成講座

会議録などの書き起こしの仕事をしたい 会議録書き起こしスキル講座

パソコンに慣れ在宅でデータ入力の仕事をしたい

アンケート入力及び単純データ入力

平成16、17、18年度 貝塚市 自立支援事業平成16、17、18年度 貝塚市 自立支援事業

（児童扶養手当の現況届け(８月)）

母子世帯ニーズの把握

・就業支援・政策の基礎情報として

・働き方のニーズ
・パソコンスキルとニーズ
・子育て,生活に関するニーズ

イベント
(就業セミナー,ほか）ＯＪＴ

実務トレーニング

eラーニング(在宅学習)
6人

実
践
的
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修

土曜15時間コース（3日）
(集合研修) 21人

平日20時間コース（4日）
(集合研修) 28人

夜8時間コース（4日）
(集合研修) 6人

eラーニング(在宅学習)
6人

実
践
的
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修

土曜15時間コース（3日）
(集合研修) 21人

平日20時間コース（4日）
(集合研修) 28人

夜8時間コース（4日）
(集合研修) 6人

【全体計画】

【目的】
●実際の業務で利用するパソコン操作（企業で実際に行われているパソコン利用）を身につける
●人前での発表・実業務での効率化（実務トレーニング）についての意識を高める

→ 求職活動時の後押しとなること

□実施主体：「貝塚市雇用促進協議会」及び「貝塚市地域人権協会」
□企画・運営など：貝塚市商工課 貝塚市就労支援センター
○運営サポート：ＮＰＯ法人 あごら

【ＮＰＯ法人あごら サポート概要】
●研修パッケージ（教科書・講座コンテンツ）の提供
●集合研修の実施（インストラクターの派遣）
●在宅研修（eラーニング）の提供
●研修用ノートＰＣ（10台）の提供
●実務トレーニング（ＯＪＴ）のコーディネート

地方自治体 自立支援事業 

講座種別 受講者数

　●地図・データ入力支援技術者養成講座※ 1,100

　●コンピュータ支援翻訳者養成講座　　※ 31

　●パソコンスキルキャリアアップ講座 140

　●会議録書き起こしスキル講座 25
在宅で能力向上を図ることができる研修方法：ｅラーニングを採
用

  Ⅱ-１７：ｅラーニングの実績 
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  Ⅱ-１８：調査研究実績 

厚生労働省からの委託調査研究等事業 

平成19年度 在宅就業支援事業（就業支援マニュアルの作成） 

平成20年度 在宅就業支援事業（研修ガイドラインの作成） 

平成21年度 在宅就業支援事業（研修会開催） 

平成27年度 
H27年度ひとり親家庭等自立促進基盤事業 
ひとり親家庭の就業支援を促進する事業モデルまちづくり工房の
普及事業 

福祉医療機構からの研究助成 

平成15年度 母子家庭就業支援のためのバーチャル相談所構築事業 

平成16年度 
母子家庭の自立支援のためのＩＴを活用した在宅就労の実態調査
ならびに就労支援施策研究事業 

平成17年度 母子家庭自立支援のための就労支援ビジネスモデルの構築事業 

平成18年度 
インターネットを利用した就業情報提供システムによるひとり親家
庭の母親の就労支援事業 

平成19年度 
ひとり親家庭の母親の就業のためのスキルアップ研修システム構
築事業 

平成20年度 ひとり親世帯のライフスタイル・モニタリングシステムの構築事業  

平成21年度 
ひとり親世帯の母の在宅就業のためのＷｅｂ支援システムの構築
事業 

子ども未来財団からの研究助成に参加 

平成15年度 
ひとり親家庭の母親の在宅就労を支援するためのＩＴ活用教育訓練
システムに関する研究 

平成16年度 
ひとり親家庭の母親の就労を支援するためのモバイルを活用した
データ・エントリーシステムに関する研究 

平成１８年度 
母子家庭の就労支援を促進するためのコンテンツ流通の研究なら
びに開発事業 

自主研究 

平成14年 長崎県 ひとり家庭の在宅就業支援実態調査 

平成16年 
母子家庭の自立支援のためのＩＴを活用した在宅就労の実
態調査 

平成21年 在宅就業支援事業推進に伴う調査研究 

平成26年 障がい者サポートセンター構想 

平成27年 地方創生モデル事業の提案 

令和元年 就労生活の重層的セーフティネットの創設 
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課題 障害
在宅就業が広がらない

在宅就業者が増えない

在宅業務が少ない

収入

社会保障が不十分

安定収入が得られない

作業時間

作業結果の品質管理が難しい

作業者の労務管理が難しい

コスト競争力がない

発注企業が少ない

孤独感、社会からの孤立を感じる

仕事／生活の区切りがつけにくい

仕事の結果や評価が見えにくい
業務目標がない

不明な点を迅速に解決できない

病気やその他の自由により作業ができないときの対応
策がない

作業環境

単価が安い

PCの故障や作業ファイルの損壊の際の対応が困難

ネット、高性能なPCなどハードを用意しなければなら

ない

他の作業者とのコミュニケートや自身の作業の確かめ
ができる環境がない

子どもが寝てからでないと作業ができず、生活時間が
不規則になる

作業しようや要求を自分が理解しているかどうかを確
かめることができない

生計を維持するめどが立てにくい

介護や保育に対する支援を受けにくい

正社員のような社会保障が受けられない

就業証明を取れないなど働き方が世の中で認められ
ていない

同じような作業でも発注単価が異なる

出来高払いなので初心者は収入が少ない

作業ごとに理解しなければいけない項目が多い

守秘義務の遵守、セキュリティーの確保

作業者のばらつき（スキル、信頼性、人間性）

適した職種がない

作業者とのコミュニケーション

入力業務は個人情報が多い

在宅入力が認められにくい

情報の分割作業に手間がかかる

受注後の仕様変更に対応しきれない

センタースタッフのスキル維持が難しい

税の優遇など優遇措置がない

不定期な業務への対応力が低い

納期の短い業務に対応しきれない

在宅就業の認証が欲しい

行政の関与・支援が必要

新たな仕事の創造が必要

民間企業の積算では競争できない

競争入札では受注が困難（不安定）

実作業以外の費用が大きい

作業がパターン化されていない

作業者環境の監査ができない

作業者が増えると事務労力が増加

  Ⅱ-１９：調査研究から得られた課題群 
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   Ⅱ-２０：在宅就業に関するアンケート調査その１ 
 対象：ひとり親家庭の母 

2004年12月実施  

有効回答数：476名 

ＮＰＯあごら実施 

現在の年齢
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在宅就労の不安（複数回答）
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51%
16%

9%
15%

9%

3%
4%

3%
9%

5%
4%

6%
7%

41%
34%

11%
10%
9%

0% 25% 50% 75% 100%

データ入力

テープ起こし

グラフ作成

報告書、企画書作成

プレゼン資料作成

プログラミング

CAD

地図入力

web作成

グラフィック処理

翻訳

会計・経理

医療事務

手作業を伴う内職

添削指導

コールセンター

縫い物

その他

在宅就業で希望する仕事内容 

 

在宅就業だけで生活していきたい 

現在の収入に加えて副収入を得たい 

子どもや高齢者の世話のために家を離れられない 

病気等で身体が不自由なために外に出られない 

会社や組織の人間関係に煩わされたくない 

仕事が決まるまでのつなぎとして 

実業務を通じてスキルを身につけたい 

作業で報酬を得えることにより社会とのつながりを持ちたい 

その他 

20%

60%

9%

24%

10%

19%

25%

1%

26%

0% 25% 50% 75%

在宅就業を求める理由 

対象：ひとり親家庭の在宅就業者 

2010年12月実施  

有効回答数：256名 

ＮＰＯあごら実施 

   Ⅱ-２１：在宅就業に関するアンケート調査その２ 
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  Ⅱ-２２：ひとり親家庭支援に向けた特措法 

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法  

       平成２４年９月１４日公布 

（目的） 

第一条 この法律は、子育てと就業との両立が困難であること、就業に必要な知識及び技能を習得する機会を必ずしも十分に有してこなかったこと等の母
子家庭の母が置かれている特別の事情及び子育てと就業との両立が困難であること等の父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、母子家庭の母
及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別の措置を講じ、もって母子家庭及び父子家庭の福祉を図ることを目的とする。 

 

以下抜粋 

（民間事業者に対する協力の要請） 

第五条 国は、第一条に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、民間事業者に対し、母
子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものと
する。 

 

（母子福祉団体等の受注機会の増大への努力） 

第六条 国及び独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）又は特殊法人（法律に
より直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条
第十五号の規定の適用を受けるものをいう。）のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な
経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものは、物品及び役務の調達に当たっては母子及び寡
婦福祉法第六条第六項に規定する母子福祉団体その他母子家庭の母又は父子家庭の父の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人若しくは
一般財団法人又は特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者
が主として母子家庭の母又は父子家庭の父であるもの（以下この条において「母子福祉団体等」という。）の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な
使用に留意しつつ、優先的に母子福祉団体等から物品及び役務を調達するように努めなければならない。 

 

（財政上の措置等） 

第八条 国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。 

仕事の確保は、官民に理解を得る必要がある 
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 ひとり親家庭の親の能力開発を図るとともに、新たな業務開拓を行い、更に
は受注業務の管理を行うなど、在宅就業の支援体制を構築することで、ひとり
親家庭等の生活安定につなげることを目的とする。 

①事業の目的 

②事業スキーム 

③工程表 

国の 

審査分 

H21/10   H21/12 Ｈ22/3                24/3（ただし26/3まで可能） 

約５３億円 

都道府県 

審査 

配分約１９７億円 

都道府県 

に資金交付 

事業実施 

事業実施 

④事業予算 

●都道府県には公共団体の規模にもよるが、１億円から１５億円が、「安
心こども基金」に交付されている。 

 

●各都道府県は、都道府県の事業ないしは管内の市町村の事業として

当事業を実施し、事業内容はそれぞれの自治体で企画。 

 

●事業期間は２３年度末まで。ただし２３年度中に事業開始の場合、経過

措置として２５年度末まで可能。 

 

●在宅就業参加者には訓練給付として「５万円×６ヶ月、２．５万円×１

２ヶ月（最大）」を給付する。 

⑤事業企画 

●都道府県として独自に事業を実施しない場合は、管内の市が事業を
実施することを期待している。 
 
●事業実施にあたっては、事業を受ける受け皿（団体、企業、コン
ソーシアム等）に業務委託する。 
 
●受け皿の選定に当たっては、公募を実施する。 
 
●当事業予算の活用期間は２３年度末（経過措置として２５年度末）
までであるが、その間に在宅就業支援の仕組みを構築し、２４年度以
降についても業務を確保し、継続して受け皿の事業体にて事業を実施
する。 
 
●在宅業務の開拓ならびに確保を事業完了後も引き続き行い、ひとり
親家庭等の在宅就業支援を継続する。 
 
●予算の担当部門である福祉部門（母子家庭就業支援担当）のみなら
ず、産業政策部門や他の部門との連携で、在宅業務の確保をねらう。 
 
●事業実施要領は国から提示された参考様式ならびに先行事例を参考
とし、企画立案を行う。 

○業務内容
①ＨＰ作成
②在宅就業者の募集
③業務の配分
④技術的助言

Ⅰ.在宅就業支援センター

①受注業務の開拓
②発注企業等のシステム改修支援
③優先発注を行う企業等のＰＲ
④母子家庭等の研修、助言
⑤民間ＮＰＯ支援

Ⅱ.サポートセンター

在宅
就業者

在宅
就業者

官公庁・
民間会社

地元経済界
（経営者協会、
商工会議所等）

請負

都道府県・市事業（都道府県の［安心こども基金］）

連携
支援

ひとり親家庭等の
就業支援活動を行う

民間NPO

（平成２１年度から平成２３年度の３年間）

○業務内容
①ＨＰ作成
②在宅就業者の募集
③業務の配分
④技術的助言

Ⅰ.在宅就業支援センター

○業務内容
①ＨＰ作成
②在宅就業者の募集
③業務の配分
④技術的助言

Ⅰ.在宅就業支援センター

①受注業務の開拓
②発注企業等のシステム改修支援
③優先発注を行う企業等のＰＲ
④母子家庭等の研修、助言
⑤民間ＮＰＯ支援

Ⅱ.サポートセンター

①受注業務の開拓
②発注企業等のシステム改修支援
③優先発注を行う企業等のＰＲ
④母子家庭等の研修、助言
⑤民間ＮＰＯ支援

Ⅱ.サポートセンター

在宅
就業者

在宅
就業者

官公庁・
民間会社

地元経済界
（経営者協会、
商工会議所等）

請負

都道府県・市事業（都道府県の［安心こども基金］）

連携
支援

ひとり親家庭等の
就業支援活動を行う

民間NPO

（平成２１年度から平成２３年度の３年間）

（平成21年度補正250億円、H25年度まで） 

  Ⅱ-２３：250億円事業 ひとり親家庭等在宅就業事業 
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22年度開始 

23年度以降開始 

2,750名 

2,400名 

約1,700名 

北海道・東北 

関東・甲信越 

830名 

370名 

960名 

中国・四国 
近畿 

東海・北陸 
九州 

注）数字は訓練開始時の 

   受講者の概数 

   

在宅ワーカー数（訓練開始時の受講者）は 

実施４５自治体で約9,000名 

当初国審査分 

北海道 ◎    
栃木県      
東京都      
滋賀県       
大阪府            
奈良県            
和歌山県      
佐賀県  ○     
熊本県  ○     
太田市(群馬県)  ○    
塩尻市(長野県)      
名古屋市(愛知県)   
松山市(愛媛県)  ○   
福岡市(福岡県)    
北九州市(福岡県)   
 
   

都道府県審査分 

（安心こども基金活用）  

沖縄県  ○  
福島県  ◎   
茨城県    
宮城県  ○  
愛媛県    
島根県  ◎  
横浜市       
徳島県    ○  
世田谷区      
京都府        
栃木県小山市  
広島県    ○  
岡山県       
長崎県    
鹿児島県   
兵庫県  ○   
石巻市   ◎ 
仙台市  ○  
相模原市     
新潟市       
佐渡市    ○ 
神奈川県 

北海道岩見沢市 

新潟県魚沼市 

新潟県十日町市 

山口県 

静岡県 

甲府市 

青森県   ○ 

沖縄県石垣市 

   
  
  

予算 
 Ｈ２１補正    ２５０億円 
事業実施状況 
 国採択分    約 ５３億円 
 都道府県採択分 約１１５億円 
  （都道府県採択分の中には、安心こども基金へ配分され 
   た予算以上に事業を拡大して実施している地域があり、 
   H21年度補正予算250億円に対しては、約100億円が未執 
   行と推測される） 

 

◎：あごらが直接支援 

○：事業立ち上げ支援 

    あごらは、Ｈ２１年度から始まった「ひとり親家庭等在宅就業事業」の全国普及活動を行った。 
    16自治体で事業の立ち上げ支援を行い、北海道、福島県、島根県、石巻市では、あごらのｅラーニングを採用した。 

  Ⅱ-２４：ひとり親家庭等在宅就業事業実施地域 
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訓練開始

9,000人 

 

全国45 

自治体 

訓練修了者 

5,000人 

訓練中 

2,400人 

訓練中止

1,600人 

  Ⅱ-２５：「ひとり親家庭等在宅就業事業」の成果 

・他に仕事が見つかった 

・家庭の事情（移転、家族問題など） 

・訓練についていけない 

 

在宅就業希望者の就業実態 

 

・多くの地区で、訓練修了者に引き続き在
宅就業を継続し、業務を提供している。 

・様々な工夫を行って、受注確保に努めて
いる。 

・在宅希望者の就業ニーズは多様で、在
宅就業はそのニーズに応えることのできる
就業形態といえる。 

・在宅就業支援のシステム、体制、ノウハ
ウが蓄積されており、これらの活用で、多
様な就業ニーズに応えられる。 

 

 

一方で、 

・業務受注の確保ができず、在宅の仕事
が提供できない地区が多くある。 

・訓練終了後は、自治体、事業者共に、
「仕事は自分でみつけるように」というケー
スもある。 

 

 

 

在宅就業希
望者 

在宅就業希
望しない 

 

企業などに
就職・パート 

訓練開始 訓練終了 事業終了後 

課題：５,０００人に対する支援 
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育成された人材 
１．育成された在宅ワーカー 
  ・訓練によって一定のスキルを習得できた 
  ・自分のスキルレベル応じて訓練に参加でき、レベルに応じた在宅ワークが選択可能 
２．訓練終了後の在宅ワーカーの動向 
  ・訓練終了者の半数程度は在宅就業を継続（当事業では5000人程度） 
  ・就職や職場で正規雇用、あるいはパートなどに移行した人も２０％程度 
  ・訓練中に就職、あるいは家庭の事情で、在宅就業を希望しない人もいる 
３．在宅ワーカーの月額報酬の傾向 
  ・専門的なスキルを持ち月額5万以上の収入を得ているもの 
  ・月２万円程度の収入で、副業的に対価を得ているもの 
  ・月額5,000円と収入は少ないが、空いた時間に少しでも収入を得たいもの 
     収入が低い理由： 
       ・スキル不足（仕事のスピードが遅い、専門的スキルを身につけてない） 
       ・日中はパートや子育てなどで、十分な稼働可能がとれない 
       ・データ入力業務の場合、単価が安い。 
       ・センターの業務受注量が少ないため、仕事が回ってこない 
  ・経験を積んで収入のアップを図りたいと考えている 
  ・十分な仕事量を提供することができれば、ライフスタイルにあった収入を確保できる 
在宅ワーカーの意向 
１．仕事の提供 
  ・安定的に仕事を提供してもらいたい、満足のできる単価で発注してもらいたい 
  ・在宅での仕事は、家計の一部になっており、なんとしてでもこのまま続けてほしい 
２．スキルのアップ 
  ・身につけたスキルを活かし、今後の就職に結びつけたい 
  ・まだ月額報酬は少ないものの、もっと専門性を高めたスキルを身につけたい 

整備された在宅就業支援体制（各地事業） 
１．参加しやすい訓練システムの整備 
   ・初心者から一定以上の能力を持った人まで、ｅラーニングなどを  
    使って、幅広く対応できる訓練システムを整備してきた 
   ・受講者ならびに在宅就業者にはPCの貸与、インターネット利用 
    環境の提供などを整備してきた 
   ・より実践的な仕事ができるよう、OJTによる訓練体制を整備して 
    きた 
２．新規業務開拓と受注体制の整備 
   ・一人ひとりの働き方に対応した在宅就業可能な業務を開拓を 
    行ってきた 
   ・官公庁、民間からの新規受注・営業活動を行ってきた 
３．在宅ワーカーの在宅就業支援体制の整備 
   ・在宅での仕事のトラブルや技術的な質問に答えるため、 
    在宅就業サポートセンターを設置 
   ・個人事業主として在宅ワーカーへ仕事が円滑に発注できるよう、 
    経理システムや発注管理などの仕組みを整備した 
   ・個人情報保護や情報が他に漏れないようなセキュリティ対策を   
    行っている 
 事業を継続する上での課題 
１．民営による運営体制の確立 
   ・在宅就業支援ビジネスとして、継続的に事業が維持できる体制 
２．安定的に在宅就業を維持するために仕事の確保が不可欠 
   ・ワーカーの収入を満たすために安定的に仕事量を確保 
   ・官公庁業務の優先発注と適性価格の維持 
     （地図データ作成業務などは３割が海外生産へシフト  
     し、価格のダンピングが生じている） 
 

在宅就業支援体制の整備 在宅ワーカーの育成 

今後の 

推進方策 

事業継続のための支援策の提案 
①在宅ワーカーに安定的に仕事を提供するために、国や地方自治体などは、電子化すべき文書や地理情報などの 
 データベース作成業務を創出（例えば、今後、使用することが想定されるデータ、在宅での業務を許可するなど） 
②データエントリーなどの海外生産を国内に戻すことによって、在宅業務の創出を可能とする 
③ひとり親家庭等の就業支援向けに、仕事を優先発注できるよう入札条件に組み入れる 
④行政や民間企業の業務を在宅就業支援向けに切だすことによる業務の効率化の提案を行い、モデル事業の実施 
⑤就業支援の継続のために、スキルアップの訓練や在宅就業管理体制の充実などに対する新たな支援策 

  Ⅱ-２６：在宅就業を進める上で見えてきた課題 
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◆平成21年度補正 「母子家庭等在宅就業支援事業」（250億円） 
●実施状況 
  ・当初3年間、その後2年延長 平成25年度終了 
  ・実施状況 
    事業実施数   ：４５の都道府県・市にて実施 
    事業総額    ：約１６８億円 

    地方自治体負担：100％国が負担 

    母子家庭等の在宅ワーカー：全国各地で約９,０００名が教育訓練を受け、仕事の支援を受けた 
    東日本大震災被災地域での事業実施状況 
      実施地区 ： 福島県、宮城県、石巻市、仙台市にて実施 
      事業総額 ：２県２市で約１２億円、１３６８人の在宅ワーカー(開始時） 
  ・事業完了後、在宅ワーカーは、一部地域では支援を受けたり、また企業への就職の道が開けたが、 
   事業年度の終了に伴い、事業の継続がされていない。 
 

●残された課題 
 ①250億円予算を、都道府県の「安心子ども基金」に児童扶養手当給付金の支給数に応じて均等 
  配分されたため、各地の状況によって実施の可否が異なり、統一性、仕組みの標準化がなされ 
  なかった。 
 ②最大の課題は、業務受託は受託者の自己努力にゆだねられた。そのため、在宅での仕事の確保できず、 
  業務開拓で一時的に仕事が確保できても継続性がなく、事業が一過性に終わった。 
        ↓ 
 ・在宅就業支援を継続・維持するため、仕事の創出が不可欠。そのための、官においては予算化、 
  国は民に対して仕事の創出のための新たな支援策が必要。 
 ・事業継続、事業展開に当たっての、共通で標準的な仕組み、ＩＴ基盤の整備。 

  Ⅱ-２７：ひとり親家庭等在宅就業事業の課題 
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  Ⅱ-２８：在宅就業が進まない原因と対策（まとめ） 

課題 受発注・ワーカーの課題 解決策・提案 

在宅向きの仕事がない（減っ
ている）  

・単価の安い海外へ発注 
 →しかし、近年海外単価の高騰、情
報漏れなどの危惧から国内生産へ切
り替えが進んでいる 
・電子化が進み、データ入力作業が減
る 

◆行政(公益企業も）では実際には電子化すべき
情報が大量にある（ただし予算不足）。これらを
予算化し、電子化作業を進めてもらいたい。 
 
◆民間でも在宅就業向きの仕事は多くある。テレ
ワークを積極的に推進している企業もある。 
 
◆個人情報の保護のための手法に理解を深め
てもらう。 
個人情報の保護は、データ分割入力で可能であ
ることの理解を深めてもらい、クラウドなど新しい
技術を活用することで在宅就業でも可能である。 
 
◆新しいＩＴ技術なども取り入れたスキルアップの
訓練。ＳＮＳの普及に伴う 
 
◆在宅就業を民間で進める協議会などを設立す
る。 

個人情報保護で外注に厳し
い条件 

・Pマーク、ＩＳＯなどが受注条件に 
・特に官庁関係はデータ入力業務の
発注に規制をかけている 

在宅での仕事を認めない 
・在宅での仕事、管理ができない、情
報がもれるなどの不安 

ワーカーのスキル不足 

・スキルの高い人は安定した収入が得
られるが、スキルのない人は取り残さ
れる 
・ワーカーにとって、新しいＩＴ技術の知
識不足 

 

40 



  Ⅱ-２９：東日本大震災被災復興支援 

■提言概要 
東日本大震災の被災地域における被災者のなかでも就業困難な人々に対する在宅就業を含む雇用創出を推進する 

   1)雇用規模：東日本大震災被災地域（被災3 県）における一定規模 

   2)支援対象：被災者、特にひとり親家庭、女性、障がい者、高齢者など 

【公益的組織体の検討】 

    公益的組織体の設置にあたっては、事業の円滑な推進が確保できる体制を検討 

【準備委員会の設置】 

 1) 準備委員会のメンバーは、「被災地域における在宅就業等支援対策連絡協議会」に参画する企業等から。国（関係省庁）および自治体からアドバイスを受ける 

   2) 準備委員会のミッションは、公益的法人を立ち上げること 

【パイロット事業の実施】 

   ・本事業を実施するにあたっては、被災地域の2～3地区にて本事業の持つ体制や、事業内容が検証できるパイロット事業を実施することが必要 

   ・パイロット事業の実施にあたっては、既存の事業予算を活用し迅速に事業の検証を行う。 

   ・パイロット事業にて得られた知見は、本事業を推進するためのノウハウとして、体制づくり（事業の構築）などに利活用されるよう事業化検討と連携を図る 

 

被災地域における在宅就業等支援に関する連絡協議会構成員

※　五十音順　敬称略

氏名 役職

座長 小出　治 東京大学工学部都市工学科教授

荒井　英昭 東京ガス株式会社　執行役員　導管部長

織田　心也 日本電気株式会社　執行役員

川島　祐治 株式会社ＮＴＴデータ　執行役員　パブリック&フィナンシャルカンパニー　リージョナルビジネス事業本部長

木崎　重雄 日本アイ・ビー・エム株式会社　東北復興支援事業部　事業部長

東明 佐久良 大妻女子大学社会情報学部長　教授

竹川 幸子 竹川法律事務所　弁護士

二階堂 宏樹 東北電力株式会社　広報・地域交流部副部長

真鍋　靖 株式会社日立製作所　営業統括本部長

八木　隆　 富士通株式会社　執行役員　東日本復興・新生支援本部長

佐々木　和延 岩手県　東京事務所長

菅原　久吉 宮城県　東京事務所長

飯塚　俊二 福島県　東京事務所長

※　五十音順　敬称略

氏名 役職

座長 小出　治 東京大学工学部都市工学科教授

五十嵐 智嘉子 社団法人北海道総合研究調査会　専務理事

大関　将広 日本アイ・ビー・エム株式会社　東北復興支援事業部　副部長

森　修一 元日本アイ・ビー・エム株式会社　公共事業　第二事業部　事業部長

岡野 真 株式会社日立製作所　インフラシステム総合営業本部　営業企画本部担当部長

高橋　正三 日本電気株式会社　公共ソリューション事業部第５ソリューション部　部長

谷　徹 株式会社中野技術　顧問

東海林 修司 株式会社ＮＴＴデータ東北　企画部長

中津川　淳 東京ガス・エンジニアリング株式会社　マッピング技術部長

濱田　真輔　 富士通株式会社　東日本復興・新生支援本部　復興統括リーダー　シニアディレクター

船井　洋文 NPO法人あごら　副理事長

森島 忠雄 東京都ビジネスサービス株式会社　取締役

注　大関氏は森氏の後任

ワーキンググループ(調整中）
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官民連携による公益的組織

・ワンストップサービスの維持・管理
（育成と新規雇用）

※ 既存の仕組み、システムを活用すること
により、短時間に安価に実施する。

国、県などによる地形図情報
（現況平面図DM1/500,1/2500)

道路台帳
（当面、台帳作成が必要）

下水道
（当面、台帳作成が必要）

上水道
（当面、台帳作成が必要）

電気 ガス 通信

地
形
図
等

施
設
情
報

地
形
図
等

施
設
情
報

地
形
図
等

施
設
情
報

整備データ関連
・被災地の地図データの一元管理

1/500、1/1000、1/2500

・市町村の台帳整備
道路台帳整備、下水道台帳整備、上水道台帳の整備

・地形図、施設（ライフライン等）の情報の随時更新
（復旧工事に合わせて、現況地形図、占用施設は随時変化
工事竣工図などによるデータの随時更新が不可欠）

・現況の変化に合わせて、官民境界情報、権利状況の把握
・字などの旧コミュニティー関連情報も併せて整備

市町村

復興時の業務支援
・復興工事を行うに際しての各種許可申請の

（ワンストップサービス化（オンラインによる効率化）
・復興工事の調整

（オンラインによる各事業者間での調整）

・地図情報管理のためのオペレーターの
育成と雇用

・地図情報・施設情報の入力、更新
データ入力の研修→雇用

（在宅でも可能な業務もある）

復旧・復興に合わせての各種情報の入力

その他復旧・復興に関連する
情報
（字区域、固定資産税情報、

被災者の状況等）

ベースとなる情報 雇用創出

現況平面図（地形図）の作成費用を軽減できる。
共通地図の利用による行政、占用事業者間の情報の共有。

その他

地
形
図
等

施
設
情
報

  Ⅱ-３０：東日本大震災被災復興支援 官民連携組織構想 
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障がい者 
（会員） 

 

◆日常生活 
 
 
◆社会生活 
 
 
◆就業 

◇居宅介護 
 
◇訪問介護 
 
◇同行、行動援護 
 
◇療養介護 
 
◇生活介護 など 

先進技術 
ハードウェア、ソフトウェア、社会インフラ（ICT、通信など） 

家族 

身近な人 支援団体 

介護（介助）
者 

間接支援 

間接支援 

直
接
支
援 

支
援
の
要

請 

障がい者サポートセンター 

サポーター 
登録 

母子家庭の母、
シニア世代など 

多くの世代 

  Ⅱ-３１：障がい者サポートセンター構想 
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「地方創生事業の歴史的意義」と「戦略的展開法」に合致し、「地方創生事業はここに学ベ！」といえる４つの事業案を以下
のとおり提案する。 

Ⅰ.ライフライン経営の安定化事業 

  Ⅰ－Ａ 地方都市における重要なライフラインとしての水道事業経営の安定化事業 

  Ⅰ－Ｂ 公共インフラ事業を活用した新規ビジネス創出事業 

         （南魚沼市の過大な浄水場のリストラと、リ・エンジニアリングによる地域創生の複合型新規事業の開発） 
Ⅱ．被災地における地方創生事業 

     （石巻圏テレワーク・サテライトオフィスによる雇用促進と地域活性化） 
         
Ⅲ．旧天領地の連携によるふるさと創生事業 
          

Ⅳ．地域特産品の世界展開事業－ジャパン・キオスクの世界展開－ 

     （地方の＜名産品・観光品＞を世界に発信するジャパン・プレゼンテーションの海外ネットワーク構築） 

まち・ひと・しごと創生に関する政策4分野・5原則との関連 

  

政策4分野 政策5原則 

①しごとづく
り 

②ひとの流
れ 

③結婚・出
産・子育て 

④まちづくり ①自立性 ②将来性 ③地域性 ④直接性 ⑤結果重視 

Ⅰ．ライフライン経営の安定化事業 
水道事業から新
規事業を生み出
し、雇用創出 

    
市の財政基盤の
改善 

ＰＦＩによる民活
事業 

今後想定される
浄水場の財政危
機を乗り越え、
永続的な事業が
期待 

南魚沼市が抱え
ている課題を解
決できる、また
他地域にとって
のモデル事業 

財政改善に直接
的に寄与 

水道事業の改善
は、年度ごとに
確実に把握でき
る 

Ⅱ．被災地における地方創生事業 

復興しごとセン
ターで仕事を受
注し被災者、ひ
とり家庭を支援 

地元へ人材の還
流、他地域から
の人材の流入 

ひとり親家庭へ
の継続的な支援 

復興まちづくり 

すでに民間企業
で就業支援を進
めており、自立
的に運用を継続 

将来に向けて復
興に結びつき、
被災地域のモデ
ル事業となる 

被災地固有の課
題に対して貢献、
他の被災地に
とってのモデル
事業 

被災者やひとり
親家庭への直接
的な支援となる 

センター事業に
て就業人数、受
託・業務発注な
どで詳細が把握
できる 

Ⅲ．旧天領地の連携によるふるさと 
   創生事業 

ふるさとをアピー
ルする新たなコ
ンテンツ。販売
等の仕事の創出 

  
コンテンツ作成
業務にはひとり
親家庭を起用 

観光資源による
まちづくり 

アンテナショップ
などビジネスとし
て自立できる 

文化、観光を将
来に残す 

数十の天領との
連携により地域
独自のアイデン
ティティが明確に
なる 

旧天領の名声と
産品の販売が地
元に直接的に還
元される 

販売事業の成果
が把握できる 

Ⅳ．地域特産品の世界展開事業 
  －ジャパン・キオスクの世界展開－ 

産品情報・コンテ
ンツ作成、流通
チャネル開発で
新規事業 

世界展開で、日
本国内だけでな
く、海外拠点で
のひとの流れが
変化 

コンテンツ作成
業務にはひとり
親家庭を起用 

民間の流通チャ
ネルによって販
路拡大で自立で
きる 

ジャパンキオス
クとしてビジネス
が永続 

地域アイデン
ティティを発揮 

地元産品の販売
により関係産業
が活性化 

販売事業の成果
が把握できる 

  Ⅱ-３２：地方創生事業の提案 
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提案 テーマ 事業案 利用する技術 当面の実施スキーム 

①ひとり親家庭・障
がい者・高齢者等の
就業支援 －仕事を
生み出す 

ひとり親家庭に地域の観光や
情報の作成業務を提供 

 

観光・物産情報プラットホー
ムの構築 

 

最新のＷｅｂサイトのプラット
ホーム構築技術を活用 

ＨＰの収集、世界への配信、
多言語化対応のシステム 

①ＮＰＯあごらと協力民間企業と
の共同運営 

 

調査の実施 

 ・事業の具体的スキーム 

 ・パイロット事業の地区選定 

 ・予算計画・運営財源策定 

   民間による資本投入 

   国・地方自治体予算 

 ・事業スケジュール策定 

パイロット事業の実施 

 

ひとり親・非正規雇用者が医
療現場で働く場所を 

 

医療クラーク・診療情報管
理士等医業補助業務従事
者の養成 

 

訓練システムを利用 

ｅラーニングなどによる適正
スキルの習得、スキルアップ 

ひとり親家庭・障がい者等が
データ調査・作成・入力業務で
在宅就業促進 

ＧＩＳを活用した子ども・高齢
者・障がい者の見守りや移
動支援 

ＧＩＳ（地理情報システム）や
ＧＰＳなどの技術を応用 

 

子どもと大人の新たなコミュニ
ティの形成 

クラウドファンディングと寄
付金を活用した「子ども食
堂」 

民間資本の活用 

ソーシャルインパクトボンド、
クラウドファンディングなど 

魅力ある介護業務にすること
による離職防止  

介護・癒やしロボットとファ
イナンススキームの導入に
よる介護者支援 

ロボット技術の利用 

専門的知識や経験を持つ女
性による国際交流推進 

東京五輪・パラリンピックに
向けたボランティア養成 

ボランティアの仕組みを活用 

②地方の生活インフ
ラ基盤の整備 －イ
ンフラ経営の安定化
－ 

 

生活インフラの老朽化を防ぎ
安心した暮らし 

地方都市の水道事業の民
間活力による経営の安定
化 

民間資本の活用 

包括委託契約など 

②複数民間企業の共同運営 

調査の実施 

 ・パイロット事業の地区選定 

 ・事業の具体的スキーム 

 ・予算計画・運営財源策定 

   国・地方自治体予算 

   民間資本    

 ・事業スケジュール策定 

パイロット事業の実施 

 

  Ⅱ-３３：一億総活躍推進への提案 
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■作文コンクール概要 
2017年 

テーマ ：わたしの夢、ぼくの夢 
対象  ：ひとり親家庭の子どもたち 
募集部門：小学生部門、中学生部門 高校生部門の３部門 
賞金  ：3部門それぞれ優秀賞10万円、準優秀賞5万円、佳作1万円3名 
表彰式・シンポジウム：2017年11月4日（土） こどもの国（横浜市） 

   2018年 
テーマ ：わたしの夢、ぼくの夢、家族の思い出 
対象  ：ひとり親家庭の家族 
募集部門：子ども部門、親部門、親子部門の３部門 
賞金  ：3部門それぞれ優秀賞10万円、準優秀賞5万円、佳作1万円3名 
表彰式：2018年11月24日（土） こどもの国（横浜市青葉区） 

    シンポジウム：「離婚と子ども－面会交流と共同監護」円より子（元参議院議 
             員）、為石摩利夫（こどもの国副園長）、しばはし聡子（一般社 
             団法人りむすび代表） 

2019年 
テーマ ：わたしの夢、ぼくの夢 
対象  ：ひとり親家庭の子どもたち、ひとり親家庭で育ったおとな 
募集部門：小学生部門、中学生部門 高校生部門、おとな部門の４部門 
賞金  ：4部門それぞれ優秀賞10万円、準優秀賞3万円2名 
表彰式 ：2019年11月23日(日)  主婦会館プラザエフ（東京都千代田区）  

      シンポジウム：「 親と子の交流」 円より子（元参議院議員）、為石摩利夫（こ 
                         どもの国園長）、しばはし聡子（一般社団法人りむすび代表）、 
                         松井久子（映画監督） 

■主催 
   ひとり親家庭支援プロジェクト実行委員会 

■後援 
   厚生労働省、社会福祉法人こどもの国協会、母と子支援議員連盟、    
   社会福祉法人全国社会福祉協議会全国母子生活支援施設協議会 

■協賛いただいた団体・企業   

   株式会社東武鉄道、ロイヤルホールディングス株式会社、 
   久光製薬株式会社、日本医師会 

ひとり親家庭支援プロジェクト実行委員会 
委員長 赤松 良子  元文部大臣、日本ユニセフ協会会長    
    丹羽 雄哉  元衆議院議員 元厚生大臣、母と子支援議員連盟会長  
       坂口 力   元衆議院議員 元厚生労働大臣、母と子支援議員連盟副会長 
       徳川 家広  徳川記念財団理事 作家  
       横倉 義武  日本医師会会長 世界医師会会長  
       一色 浩三  株式会社メディカルシステムネットワーク 取締役 
       佐々木 典夫 社会福祉法人こどもの国理事長（2017、2018） 
       渡邉 芳樹  社会福祉法人こどもの国理事長(2019) 
       和田 勝       国際医療福祉大学客員教授、NPOあごら理事長 
       円 より子     元参議院議員、評論家 

  
■審査員 
委員長 丹羽 雄哉  元衆議院議員 元厚生大臣、母と子支援議員連盟会長 
       小河 光治  公益財団法人あすのば 代表理事 
       松井 久子  映画監督、映画プロデューサー 
       円 より子  元参議院議員、評論家 
       渡辺 由美子 特定非営利活動法人キッズドア理事長 
       和田 勝   国際医療福祉大学客員教授、NPOあごら理事長  
      (2017) 

阿部 彩   首都大学東京教授 
萱野 稔人  津田塾大学総合政策学部長・教授 
竹川 幸子  ハンド・イン・ハンドの会 元顧問弁護士  

 
 

■事務局 
  ひとり親家庭支援プロジェクト実行委員会事務局 
  〒102-0084  

東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム814  
ＮＰＯ法人あごら内 

  Tel 03-6256-9023  FAX 03-3261-1836 
  Email info@hitorioyakatei-shien.com 

 

2017、2018、2019 3回開催 

  Ⅱ-３４：子どもの支援に焦点を当てた新たな活動-作文コンクール 
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　　将来の夢 人数
医療・福祉分野 22
作家・デザイナー 9
スポーツ選手 8
学校の先生 7
食関連 5
芸能・音楽家・声優 3
運輸（運転士）関連 2
囲碁 1
観光・旅行会社 1
通訳 1
その他 10

作文数（子どもたちの人数） 69

104作品の内、子どもたちの作品69人の将来の夢 

天寿を全うすること、助産師、看護師
薬剤師
看護師
保育士、かん護士
医者になって恩返し
病院に行けない沢山の人々を助けたい
青年海外協力隊、看護師
看護師
笑顔を届ける医者
医師
看護の仕事に就く
地域医療に貢献する医師
障がい者と呼ぶことのない世界
保育士、児童養護施設の先生、結婚・子育て
デイサービスの先生
看護師
（子）医師・医療通訳翻訳士（親）息子に自分
なりに頑張ってきた事を思い出し誇りと励み
にしてほしい
保育士、トリマ－
小児科の医師
看護師
歯科衛生士、結婚し母親のようなお母さんに
なること
医師や看護師を支えるものを開発すること、
母の夢を叶えること

絵本作家
デザイナー
マンガ家
カフェを開きたい
グラフィックデザイナー
デザイナー
グラフィックデザイナー
ヘアメイクアーティスト
MARVEL映画のクリエイター
サッカーせん手
プロ野球選手
プロフィギュアスケート選手（オリンピック選
手）
オリンピックの水泳せん手
バスケットボールの選手(WNBA)
トップアスリート（誠実にスポーツを愛するこ
と）
オリンピックの水泳せん手
プロサッカーせん手
学校の先生、ユーチューバー
せんせい
小学校の先生
学校の先生
小学校の先生
スクールカウンセラー
司書教諭

パティシエ
四人家族のご飯を最初から全部一人で作っ
て食べてもらうこと
おかしの家に住むこと
ケーキ屋さん
四人家族のご飯を最初から全部一人で作っ
て食べてもらうこと
声優
一流のチェロリスト
声優
電車の運転手
鉄道の運転士
大学進学、囲碁のインストラクターほか
観光や旅行関係の職業
通訳
これからやりたいこと・夢
通訳
きょうみのあることを好きなだけ勉強すること
ママをしあわせにすること
ハワイにいくこと
核兵器廃絶（世界平和）
すべての子どもが好きなだけ学べる社会作り
世界の現状を見つめ、自他共に幸福を見つけ
ていくこと
世界の現状を見つめ、自他共に幸福を見つけ
ていくこと
音楽を通して平和活動をすること
将来苦しんでいる人を助けたい
ニホンザリガニの第一人者

 

    Ⅱ-３５：わたしの夢、ぼくの夢 将来の夢 
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    Ⅱ-３６：作文コンクールから見えてきた政策課題 
 

作品数 割合

１．母親の雇用安定と男女の賃金格差の是正 39 37.5%

２．別れた父親からの養育費確保 2 1.9%

３．共同養育・面会交流の促進支援 6 5.8%

４．学習（塾などの費用支援） 38 36.5%

５．病児保育・母親病気児の支援 17 16.3%

６．近隣・学校等の見守り支援 5 4.8%

７．職場・保育所に近い公営住宅などの借り上げ
や保証人・家賃保証制度

1 1.0%

８．社会のジェンダーバイアス、離婚への偏見の
是正

10 9.6%

　　　　　　　　計 104

39

2

6

38

17

5

1

10

104作品の記述内容から、政策に結びつく、思いや主張、提案などをカウントした。 
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１．名称  一般社団法人在宅就業支援協会 
 
２．所在地 東京都豊島区南大塚二丁目２６番７号 ＭＥ新大塚ビル３階 
        
３．設立日 2021年7月1日 
 
４．目的  
    在宅就業など新たな就業形態の普及啓発、情報の収集・提供及び支援事業者におけるセキュリティの確保、   
    事業者の技術の向上を図るとともに、経済的弱者など多様な人材の就業を支援するための調査研究、人材 
    育成、及びワーカーの利便性を高めるとともに、収入の確保で生活の安定につなげ、ひいては我が国の産 
    業の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。 
 
５．役員 
    会長 小宮 善継 ソシアルビジネスグループ株式会社代表取締役会長 
    理事長 皆川 尚史 一般社団法人健康・医療情報ネットワーク事業協会理事長 
    理事 為石 摩利夫 恩賜財団母子愛育会常務理事 
    理事 鶴岡 良光 ソシアルビジネスグループ株式会社代表取締役社長 
    理事 麦島 裕介 株式会社 CROWD BPO代表取締役 
    理事 山崎 訓子 一般社団法人Spirit代表理事 
    理事 佐川 亜希 Zero To Infinity株式会社CEO・COO 
    監事 新井 公司 税理士 
           ※小宮、皆川、為石はＮＰＯあごら理事 
 
６．組織（委員会） 
   １）CSR委員会（諮問委員会） 
   ２）普及啓発のプロジェクト委員会（広報啓発委員会） 
   ３）認定事業者評価委員会（発注支援・受託事業所認定委員会） 
   ４）フリーランサーサポート委員会（在宅就業者支援員会） 
   ５）技術水準向上委員会 

    Ⅱ-３７：一般社団法人在宅就業支援協会 設立 
 



 

特定非営利活動法人あごら 
   URL:http//www.npo-agora.org 
【設立】 平成14年10月 
【事務所】〒102-0084  
     東京都千代田区二番町１－２番町ハイム814 
【お問合せ先（事務局） 】  
  ●電話：03-6256-8923  
  ●FAX ：03-3261-1836 
  ●e-mail : a-info@npo-agora.org  
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